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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筋肉壁欠陥の修復のための移植可能な人工装具であって、該人工装具は、外科的に適合
性のあるメッシュ材料からなる可撓性プラグを具備してなり、該プラグは、長尺形状のも
のであってメッシュ材料の外側壁面を具備してなり、
　該メッシュ材料外側壁面は、略三角の断面形状を有する該プラグを構成するところの長
手方向に延びた三つの隆起部又は膨らみ部を有し、
　該プラグは、該メッシュ材料外側壁面の形状を維持するための内部サポートを更に具備
する移植可能な人工装具。
【請求項２】
　前記プラグは、角柱状のものであることを特徴とする請求項１記載の移植可能な人工装
具。
【請求項３】
　前記内部サポートは、前記メッシュ材料外側壁面の内側に長手方向のウエブを具備する
請求項１又は２記載の移植可能な人工装具。
【請求項４】
　前記ウエブは、前記メッシュ材料外側壁面の折り曲げ又は該壁面の内面に別部材を接着
することにより形成された該メッシュ材料の一体化部分である請求項３記載の移植可能な
人工装具。
【請求項５】
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　三つの長尺のサブユニットは、前記人工装具を形成するように接続されており、該サブ
ユニットの各々は、三角形状の輪郭を有するものである請求項１から４のいずれかの請求
項に記載の移植可能な人工装具。
【請求項６】
　前記プラグは、長手方向に沿って並行して連結された複数の個別ユニットにより形成さ
れている請求項１から４のいずれかの請求項に記載の移植可能な人工装具。
【請求項７】
　前記個別ユニットは、角柱状の輪郭を有する請求項６記載の移植可能な人工装具。
【請求項８】
　前記メッシュ材料外側壁面は、可撓性及び圧縮性を備えるべく周方向又は長尺方向にひ
だを付けて、ヘルニアを含む欠陥部への配置を容易化している請求項１から７のいずれか
の請求項に記載の移植可能な人工装具。
【請求項９】
　前記プラグは、原材料の長さのものから適当な必要寸法に切断されたものである請求項
１から８のいずれかの請求項に記載の移植可能な人工装具。
【請求項１０】
　前記プラグは、三角形の輪郭の細長いくぼみ状に開いた一つの側面を有し、該形状は、
メッシュ材料で形成された前記内部サポートにより維持されている請求項１から９のいず
れかの請求項に記載の移植可能な人工装具。
【請求項１１】
　前記メッシュ材料はポリプロピレンを含むものである請求項１から１０のいずれかの請
求項に記載の移植可能な人工装具。
【請求項１２】
　該材料の結合は、すべてヒートシールによりなされている請求項１から１１のいずれか
の請求項に記載の移植可能な人工装具。
【請求項１３】
　鼠蹊ヘルニアの欠陥に見られるような長尺又は矩形状の開口部に対する治療において用
いられる請求項１から１２のいずれかの請求項に記載の移植可能な人工装具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鼠蹊ヘルニアで生じるような筋肉壁欠陥の修復のために主として用いられる
移植可能な人工装具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　補綴用メッシュ材料は筋肉壁の修復および補強材料として知られている。１つの技術と
して、このメッシュは円錐状に成形されてプラグ（栓体）に形成され、ヘルニア欠陥部に
挿入されるようになっている。この場合、平坦なメッシュからなる別のシートの配置をし
ばしば伴って前記欠陥部が閉塞されるようになっている。他の形態として、ＥＰ０６１４
６５０には、メッシュ材料からなる円錐状プラグで、ひだを伴い、花弁状部分を挿入した
ものが開示されている。これにより閉塞性能が改善されると記述されている。これら公知
の装置は全て、一般に局在した、又は円形平坦の欠陥を閉塞するのに有用であり、そのこ
とに関係するものであるが、欠陥孔がより長細い寸法のもの、特に直接鼠蹊ヘルニア欠陥
に見られるようなものの場合、困難を伴うことが見出されている。このように、１又はそ
れ以上の円錐状又は円形平面プラグでは潜在的に満足し難いものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の１つの目的は、より長細い長方形又はより長尺の開口部を有する鼠蹊ヘルニア
、特に直接ヘルニアに対し高度の性能を示す移植可能な人工装具を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によれば、鼠蹊ヘルニアで生じるような筋肉壁欠陥の修復のために用いられる移
植可能な人工装具が提供される。ここで、この人工装具は、外科的に適合性のある（ｃｏ
ｍｐｌａｔｉｂｌｅ）メッシュ材料からなる可撓性プラグを具備してなり、前記プラグは
その表面の少なくとも一部が突出した長手方向の隆起部（ｒｉｄｇｅ）又は膨らみ部（ｂ
ｕｌｇｅ）を形成した長尺形状を有することを特徴とする。
【０００５】
　有利な形態として、前記プラグは表面の一部が、その表面そのもの又は表面上に形成さ
れた突起ローブ（ｌｏｂｅ：屋根状部分）を含んでもよい。好ましい構成として、前記プ
ラグは断面が略三角形の角柱状のものである。
【０００６】
　本発明の好ましい人工装具において、前記プラグの断面は３つのローブ（ｌｏｂｅ）か
らなる輪郭を有する。これらローブの頂部は直線状の辺により連結され、断面が略三角形
となっている。なお、ローブ又は隆起部は３つを超えるものであってもよい。
【０００７】
　この種の構造とすることが、意外にも、長尺の病変部の閉塞を容易に達成させ、前記プ
ラグがヘルニアの長尺形状および寸法の広い範囲に亘って、その閉塞のために役立つこと
が見出された。
【０００８】
　前記プラグを形成する長尺のメッシュ材料は好ましくは、このメッシュの輪郭を支持す
るため、長尺の内部支持ウェブを有する。これらのウェブは、折り畳みにより形成された
、又は、外側形状の内面に接合された別の部分により形成されたメッシュの一体的部分で
あってもよい。他の構造として、３又はそれ以上の長尺のサブユニットを連結させて完全
な人工装具を形成してもよい。このようなサブユニット自体が三角形状の輪郭のものでも
よい。
【０００９】
　このメッシュの壁面は周方向又は長手方向にひだを付けて、或る程度の可撓性および圧
縮性を具備させ、ヘルニアを含む欠陥部への配置を容易にしてもよい。それぞれの要求に
応じて、メッシュプラグを、原材料の長さのものから適当な必要長さに切断して形成して
もよい。これは、公知の人工装具、すなわち、手術する外科医により、装具配置のために
、注意深く判断されて予め決定された寸法の装具とは対照的である。
【００１０】
　他の構造として、前記プラグは、複数の個々のユニットを長手方向に沿って側面同士を
連結させたものであってもよい。このようなユニットは夫々が角柱状外形を有する。
【００１１】
　本発明は、前記プラグが三角形の輪郭の樋形状を構成するように開放した側部を有する
ものであってもよく、この形状はメッシュ材料により形成された内部支持部材により維持
される。
【００１２】
　現在まで、サイズのミスマッチの問題を、公知のプラグで解決することは困難であるこ
とが証明されており、２又はそれ以上のプラグの使用は費用を増大させ、閉塞処置の間の
無駄な操作につながる虞があり、ヘルニアの再発を生じさせることもある。本発明はこの
ような基本的な問題を回避し得るものであり、公知のプラグが満足な修復をなし得なかっ
たような欠陥、特に、直接鼠蹊ヘルニアの欠陥に見られるような長尺並びに長方形の開口
部に対し適用することができる。
【００１３】
　このメッシュ材料はポリプロピレンでもよく、必要とする連結は例えばヒートシールに
より達成することができる。本発明を実施するのに有用な種類の外科用メッシュ材料の製
造のための物質および技術は当業者にとって周知のものであり、従って、それらについて
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の詳しい説明は省略する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の具体例を図示の実施例を参照して詳述する。
　図１を参照すると、鼠蹊ヘルニアで生じるような筋肉壁欠陥の修復のために主として用
いられる移植可能な人工装具は、角柱状外側メッシュ壁面１を有する外科的に適合性のあ
るメッシュ材料から作られる。この角柱状形状は３つのローブ２を含み、断面が略三角形
のものである。この形状は複数の内部強化リブ３により維持され、これらリブ３はここで
は、角柱の全長に亘って延在しているが、不連続の離間したリブを或る種の用途について
用いることもできる。これらリブは、３つの個々のメッシュストリップ４の接合を介して
形成されており、各リブは積層された２つのストリップ部分からなり、角柱の全長に亘っ
て延在している。
【００１５】
　図２は本発明の第２の実施例を示すもので、角柱２０は３つのサブユニット２１（ここ
では離れた状態で示されている）から形成されている。ここで、各サブユニット２１は断
面が三角形状のものである。これらサブユニット２１は適当な公知の技法により連結され
ていて完全な人工装具を構成している。
【００１６】
　図３に示す実施例は図１に示すものの変形例であり、内部支持リブは、相互に背面を付
き合わせた２つのＬ‐型支持部材からなり、それらのベースリム３１は角柱の下方内側辺
に沿って配置され、垂直リム３０は共に上方ローブ３２に向って延在している。横強化部
材３３を設けてもよい。
【００１７】
　図４は図３のものと構造的に類似したものあるが、この場合、２つのＬ‐型支持部材３
０のベースリム３１が、両側のローブ３３および３４の内側の輪郭部の周りまで延出して
いる。
【００１８】
　これら全ての実施例においては、本発明の特徴に従って、メッシュ材料を隆起させたり
、ひだを付けたり、しわをよせたり（ｃｒｕｍｐｌｅｄ）、折り畳んだりして人工装具を
硬直させたり、又は芯入れさせたりしてもよい。これを特別に内部支持部材又はウェブと
呼ぶことにする。
【００１９】
　いずれの場合も、このプラグ装置は主に、（直接）鼠蹊ヘルニア欠陥への配置を意図し
ている。原材料の長さから、正確なサイズにぴったりと切断してこの装置が作られる。こ
のプラグは所定位置に縫合するか、又は、このプラグの上に生体組織を覆って所定位置に
維持させてもよい。このプラグを第２の平坦なメッシュの被覆材と共に使用し、テンショ
ン・フリーの修復品を形成してもよい。
【００２０】
　複数を一緒に使用した場合、頂部相互間に隙間ができ、腸の侵入を生じさせる公知の円
錐状プラグ装置とは対照的に、本発明では単一の長尺プラグが提供され、それが適当なサ
イズに切断され、それにより良好な閉塞がなされ、腸の侵入を好適に防止することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】内部ウェブ支持部材を備えた本発明の人工装具の第１の実施例を示す斜視図。
【図２】サブユニットから作られた人工装具の第２の実施例を示す斜視図。
【図３】内部支持部材を備えた人工装具の第３の実施例を示す斜視図。
【図４】更なる内部支持部材を備えた人工装具の第４の実施例を示す斜視図。
【符号の説明】
【００２２】
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　１　　　外側メッシュ壁面
　２　　　ローブ
　３　　　リブ
　４　　　メッシュストリップ
　２０　　　角柱
　２１　　　サブユニット
　３０　　　垂直リム
　３２　　　上方ローブ
　３３　　　ローブ
　３４　　　ローブ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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